
  

平成２９年度（一社）全国木材組合連合会事業報告（案） 

我が国の経済は、「アベノミクスの推進により、雇用・所得環境の改善が続く中で、

緩やかに回復している。」とされています。 

住宅需要について平成 29 年の新設住宅着工は、景気がやや回復傾向で安定した

貸家需要の影響等もあり、全体で 965 千戸うち木造住宅は 545 千戸とほぼ前年並みと

なりましたが、木造率は 56.5％と平成 21 年以降 50％台の実績となりました。 

しかしながら、少子化、空き家の増加など木材産業の主たる需要先である住宅需要

が将来大幅に減少するという見方もある中で、個人消費や民間設備投資の改善は地

域差もあり、木材産業界が必ずしも実感できる状況になっているとは言い難い状況に

あります。 

林業・木材産業関連では、「日本再興戦略2016」において、「林業の成長産業化」を

位置づけ、成熟しつつある我が国の森林資源の循環利用を通じて、国産材の安定供

給体制の構築と新たな木材利用の創出を図り、林業・木材産業の成長産業化を実現

することが重要な課題とされています。 

そのためには、CLT（直交集成板）等の新たな製品・技術の開発・普及、公共建築

物の木造化等による経験と実績を民間需要への拡大、需要者ニーズに対応した国産

材の安定供給体制の構築、クリーンウッド法による新たな違法伐採対策への対応など

とともに、TPP、日EU経済連携協定等に対応した国際競争力を強化することが必要と

なっています。 

また、平成31年から導入が予定されている森林環境税・譲与税において、その使途

に森林整備と並んで木材利用が明記されるなど、「伐って、使って、植えて、育てる」と

いう我が国の森林資源の循環利用に対する国民の理解は確実に深まってきていま

す。 

こうした中、平成２９年度は以下の重点項目を中心に事業活動を進めてきました。 

ア 温暖化防止、地域社会の活性化に貢献する木材利用の推進 

イ 住空間、街づくりへの総合的な木材利用拡大への取り組み 

ウ 木材産業の経営安定化に向けた産業構造の確立 

エ 安全・安心の木材利用・供給の推進 

オ 組織活動の活性化等 

以下、事業報告いたします。 

これら事業を進めるにあたっては、関係団体、関係機関等の格別なご協力をいただ

きましたことに対し、深く感謝を申し上げます。 
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平成 29 年度事業報告 

Ⅰ  温暖化防止・地域活性化に貢献する木材利用の推進 

地球温暖化防止、地域創生、人々の健康的な暮らしに不可欠な木材利用の積

極的な普及活動等に取り組んだ。 

 

１ ウッドファースト社会実現に向けての運動の展開 

（１） 平成 26 年 10 月に全国森林組合連合会と共同で行った「ウッドファースト社会 

の実現に向けての行動宣言」及び 27 年 10 月に日本林業協会、全国森林組合

連合会、日本林業経営者協会と共同で行った「日本の森林・林業・山村再生に

向けた共同行動宣言」に加えて、28 年 11 月に日本林業協会、全国森林組合連

合会、日本林業経営者協会、全国素材生産業協同組合連合会と「持続可能な

森林経営の基盤確立に向けた行動宣言」に署名し、木材利用拡大を通した「ウ

ッドファースト社会」の構築による森林整備促進に向けた具体的な連携を強化し

てきたが、平成 29 年 11 月には全日本木材市場連盟も加えた６団体で「森林・

林業の再生に向けた共同宣言 2017」に署名し、非住宅分野での木材利用、民

間建築物への木材利用を進めるための法制度の創設などに取組むこととし、

「伐って、使って、植えて、育てる」森林資源の循環利用に向けて具体的な活動

について、産業界など林業関係者以外との連携により展開することとした。 

（２） 木材利用が地球温暖化防止対策、地方創生に果たす役割について、広く 

国民に理解を求め木材利用拡大に対する支援の輪を広げるため、農林水産省、

国土交通省をはじめとする関係省庁、地方自治体などに対して、木材利用を優

先する社会実現への取り組みを働き掛けた。 

 

２ 消費者、需要者への普及活動  

（１）木材利用拡大への普及活動 

ア  一般消費者や木材ユーザーを対象として 5 月のみどりの感謝祭「みどりと

ふれあうフェスティバル」、6 月の東京おもちゃショー、11 月のジャパンホーム

ショー、12 月のエコプロダクツ展、2 月の木と住まいの大博覧会などの展示会

に参加するとともに、木づかい推進月間での各種シンポジウム、フェアなどに

参加協力した。 

イ  全木連 HP 等において、木材の特質や住宅・街づくり等における木材利用

などに関する各種知識・情報の提供、普及啓発に取り組んだ。 

ウ  建築関係団体、消費者・需要者などと幅広く連携を図るとともに木材 PR ポ

スター、リーフレットの作成配布、マスコミへの PR などにより、効果的な木材利

用の普及に努めた。 

エ 平成 29 年 2 月 6 日には「新たな木材利用の事例発表会・シンポジウム」を
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「木のまちづくりの動向」をテーマに開催し、都市、大型建築物への木材利用

の必要性・可能性について広く普及に取り組んだ。 

（２）木材利用に関する教育活動等の推進 

小・中・高校生の木材利用普及のため、平成 29 年 9 月の「高校生ものづくりコ

ンテスト」、29 年 1 月の「全国中学生創造ものづくり教育フェア」に資材提供・協

力を行い、全国木材青壮年団体連合会主催の「全国児童・生徒木工工作コンク

ール」で審査員を務めるなど「木育」活動の推進に積極的に取り組んだ。 

 

３ 地球温暖化防止対策としての木材利用 

（１）木質バイオマス利用等の促進 

化石燃料の削減への貢献や未利用材・林地残材等の有効活用のため.木質

バイオマスの発電利用については、関係団体と連携し、林野庁の「発電利用に

供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に即した事業者認定や適切

な供給体制の構築などの推進に取り組んだ。 

（２）地球温暖化対策への対応としての木材利用の推進 

京都議定書の第一約束期間において、温暖化ガス削減目標達成のために森

林吸収源が重要な役割を果たしてきたことを評価し、温暖化ガス排出削減目標

の中でも木材利用を通じた森林整備の一層の推進及び伐採木材の二酸化炭素

固定に対する評価が適切に位置づけられたことに伴い、必要な財源が確保され

るよう関係機関等への働きかけを行った。 

（３）違法伐採対策の推進等 

ア 合法性等の証明された木材・木材製品の利用普及のため、認定事業者の拡

大に努めた。平成 30 年 3 月段階での認定団体、認定事業体数は、それぞれ

151、12,300 となった。認定事業者の拡大に加えて、証明された木材・木材製

品の信頼性確保のための研修会、セミナーを実施し、供給体制の整備に努め

た。 

イ 平成 28 年 5 月に成立し、平成 29 年 5 月から施行された「合法伐採木材等

の流通及び利用の促進に関する法律（クリーンウッド法）」は、平成 18 年からグ

リーン購入法と林野庁ガイドラインによる合法木材の供給の実績や米国、欧州

等の違法伐採対策の法制化を受けて、合法伐採木材の利用を公共調達から

民需へ拡大、合法性を確認しなければならない木材関連事業者を建築など川

下へ拡大、合法伐採木材の確認を行う事業者は登録木材関連事業者となるこ

とができることとなっており、新たな仕組みについての認定団体、認定事業者

等へのセミナー、ワークショップ、研修会等を開催するとともに、認定団体、認

定事業者の経験と実績を活用する仕組みとなるよう働きかけを行った。 

Ⅱ 住宅、街づくりへの総合的な木材利用の取り組み 

住宅、公共・商工業施設、身の回りの日常用品等への木材・国産材の利用促
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進活動を積極的に推進するとともに、これらに関する施策・税制などの充実強化

に取り組んだ。 

１ 木材利用の提案活動 

（１） 平成 29 年 8 月 9 日に森林・林業・木材産業関係施策に関する林野庁幹部と

正副会長との意見交換会を開催し、需要拡大対策、木材産業振興等について

政策提案・意見交換を行った。 

 

２ 木造住宅への木材・地域材利用 

（１） 地域型住宅グリーン化、サステナブル建築物等先導、木造住宅施工技術体

制整備などの地域材利用の木造住宅づくり対策に対し委員会への参加など積

極的な対応を行った。 

（２） 平成 30 年度の建築基準法の改正に向けた国土交通省の勉強会に参加し、

中大規模建築物等における内装制限の見直しなど、非住宅、都市の中での木

材利用拡大に資する提言を行い、改正案の中に盛り込まれるなど、木材利用促

進へ向けた建築関係諸制度の動きに対して情報収集・提供、会議等への参加

などの取り組みを行った。 

（３） 平成 28 年度補正予算「地域材利用拡大緊急対策事業」のうち、「地域材利用

の木材関係者等への支援対策事業」、平成 29 年度当初予算「新たな木材需要

創出総合プロジェクト事業」のうち、「工務店等と林業・木材加工業の連携による

住宅づくり等への支援事業」、平成 29 年度補正予算「木材製品の消費拡大対

策事業」のうち、「ＪＡＳ構造材利用促進事業」、平成 30 年度当初予算「非住宅分

野を中心とした無垢構造材等利用拡大事業」のうち、「ＪＡＳ構造材活用事業者

拡大事業及びＪＡＳ構造材実証支援事業」、「顔の見える木材での快適空間づく

り事業」のうち、「Ａ材丸太を原材料とする構造材等の普及啓発事業」への応募

を行い、各事業の事務局として、各地域の木材関係団体が建築施工事業者等と

連携した非住宅分野、ＪＡＳ材、Ａ材等に的を絞った木材需要拡大対策の取り組

みについての支援体制の構築を行った。 

（４） 地域の木材関連事業者や工務店等の連携による地域型住宅グリーン化、顔

の見える木材での家づくりに関して情報の収集、提供等の活動を行った。 

（５） 「国産材マーク」を通じた国産材の利用拡大を目的に、国産材マークへの積

極的な参加を行った。 

 

３ 公共建築物・商工業施設への木材利用促進 

（１） 公共建築物等における木材利用の促進に関する法律に基づく市町村方針策

定の拡大に各県木連とともに取り組んだ。 

（2） 木材利用拡大のための都道府県条例の策定に向けての都道府県木連の活

動に協力し、平成 29 年度末までに 13 県で策定された。 

（3） 木材利用推進中央協議会と連携し、建築事例の普及、情報提供等に取り組
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んだ。平成 29 年 7 月 31 日の木材利用推進中央協議会主催の木材利用推進全

国会議を後援し、高層・超高層ビル等への木材利用促進に関しての最新情報

の共有を図った。 

（４） 2020 年東京オリンピック・パラリンピックの関連施設への木材利用の推進に関

して、引続き関係機関への木材利用の働きかけ、情報提供の場の設定等に取り

組んだ。 

 

 

Ⅲ 木材産業の成長産業化に向けた産業構造の確立 

１ 木材産業の経営安定化の取り組み 

（１）経営の安定化対策 

木材産業の経営安定・振興のため、融資・保証制度、税制の積極的な有効

活用の推進と制度充実に取り組んだ。 

ア  設備・運転資金の円滑な確保のための、日本政策金融公庫の林業・木材

関係資金、木材産業等高度化推進資金、セ－フティネット保証等中小企業

及び農林漁業関連信用保証制度、地域材利用促進のための緊急利子助成

制度などの有効活用と制度充実を図るため、関係機関との情報交換等を実

施した。 

 イ  経営革新等中小企業対策、事業再生・ものづくりなどの支援対策の有効活

用のため、関係機関による会議等への積極的な参加を行い、情報収集等に

努めた。 

ウ  木材加工業における軽油引取税の免税措置について、関係団体、都道府

県木連と連携を強化する中で、延長の要望活動を行い、平成29年12月の税

制改正の中で 3 年間の延長が認められた。 

（２）雇用対策等 

ア  雇用調整助成金、雇用創出に係る関係事業、企業経営に係る諸制度や環

境、厚生労働等諸制度・施策にかかる普及推進に取り組んだ。 

イ  人手不足が深刻化する木材産業の実態を踏まえ、外国人技能研修生及び

外国人労働者の受入れに関して、現場の実態調査等を行うとともに林野庁に

要望した。 

（３）労働安全対策等 

林業・木材製造業労働災害防止協会との連携を図りながら、木材・木製品

製造業のゼロ災・労働安全の確保活動に積極的に取り組むとともに、林業退

職金制度の重要性にかんがみ、引き続き都道府県木連を通じ加入促進に取

り組んだ。 

 

２ 効率的な加工・流通体制の確立 
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木材の需要構造の変化に的確に対応できる効率的な加工・流通体制の確立

の促進に取り組んだ。 

（１）中小工場の有機的連携と原料転換 

中小製材工場等が有機的に連携して品質管理、乾燥材等品質性能の確

かな製品づくり、丸太輸入環境の変化に対応して国産丸太への原料転換な

どを推進した。 

（２）高度な木材加工・流通構造の確立 

ア  地域木材産業の実情を踏まえつつ、機械施設の高度化等による効率的な

木材の加工・流通体制の構築、木材製品の高付加価値化への取り組み、特

に品質の安定した乾燥材生産・供給の拡大に取り組んだ。 

イ  木材産業関連助成・交付金、林業・木材産業改善資金、日本政策金融公

庫の林業・木材関係資金、木材産業等高度化推進資金、地域材利用促進の

ための緊急利子助成制度、素材生産・木材加工等機械施設のリース・利子助

成制度などの有効活用に取り組んだ。 

 （３）地域材丸太の安定供給・確保体制への取り組み 

ア  原木の安定供給・確保体制の構築のため、①需給動向に応じて弾力的に

供給できる計画伐採体制、関係者間の広域的な情報交換等、②施業の集約

化や路網・高性能機械の整備による低コスト生産システムの展開や高度技能

担い手の確保の推進、③ストックヤード・輸送の大型化等による流通の効率

化・コスト低減の推進などについて、全素協、全森連、全市連等と連携して推

進した。 

     イ  素材生産の規模拡大、生産性向上等のために必要な機械施設整備に係

る助成・交付金、リース・融資等制度、さらに運転資金関係制度の有効活用に

取り組んだ。  

（４）技術・製品開発への取り組み 

ア  効率的で原木の大径化にも対応する製材加工システム、一層の効率的な

乾燥技術など木材加工機械等の技術開発促進と産・学・官の連携体制強化

を関係機関等に働きかけた。 

イ  木造住宅の振興のための工法、性能、維持管理に関する技術開発、消費

者・需要者ニーズに即応した内装材、壁材、リフォーム・耐震改修用部材、木

製フェンス等部材・利用技術開発を森林総合研究所等の機関に対して働き

かけた。 

ウ  中高層の建築物の木造化・木質化促進のため、CLT など部材、工法等の

開発などを進める機関との情報交換のため各種会議、セミナー等へ積極的

に参加し、情報収集に努めた。 

エ  大径木利用を進めるための技術開発等を行うための農林水産技術会議の

革新的技術開発・緊急展開事業先導プロジェクトの評議委員長を派遣し、業

界のニーズが研究開発に活かされるよう助言した。 
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（５）木材貿易・海外との交流 

ア 国産材の海外への輸出促進 

日本木材輸出振興協会等と連携して、中国、韓国等への国産材製品の輸

出拡大に向けての対策を検討するための委員会への参加等を行った。 

イ 木材貿易問題への対応 

（ア） 関係団体等との連携の下に、日欧 EPA 交渉において、情報収集に努

めるとともに、大枠合意に向けて、国内林業・木材産業への影響がないこと

を基本とした要請を行うとともに、国内対策の充実にむけて要望の取りまと

め、要請活動などの取組みを実施した。 

（イ） マレーシア、インドネシア、米国、ＥＵとの違法伐採対策に関する意見交

換等海外木材関係団体との連携を引続き実施した。 

 

３ 東日本大震災、熊本地震の復興・復旧と木材需給安定の取り組み 

     木材関連被災事業者の再建・事業振興のための機械施設整備、運転資金確

保等支援対策、原発事故関連の被災事業者の再建、放射能汚染に関連する木

材製品、バーク等の適切な処理対策などに引き続き取り組んだ。 

 

 

Ⅵ 安全・安心の木材利用・供給の推進 

１ 品質の確かな木材製品、認証木材等の普及  

品質性能の明確な木材製品や産地等の証明のある木材・国産材使用への

関心の高まりに対応して、JAS 製材品の利用・供給、製材品のホルムアルデヒド

放散量等級表示並びに産地認証材・合法性証明木材の供給体制整備を引き

続き促進した。 

（１）ＪＡＳ制度、ＪＡＳ木材製品の利用・供給の促進 

一般消費者・需要者建築関係者並びに木材の加工・流通事業者に対して、

全市連、全買連と共同してJAS製材品普及推進展示会を引続き開催するととも

に、ホームページ、木材利用イベント、マスコミ等を通じて「信頼できるＪＡＳ製材

品」の利用普及と供給促進に取り組んだ。 

（２）製材品のホルムアルデヒド放散等級表示の登録制度の適切な実施 

シックハウス対策として不可欠な木材製品ホルムアルデヒド放散等級表示に

ついて、JAS 制度では基準化されていない木材製品に係る表示登録制度を引

続き実施した。  

(３) 合法性証明木材・都道府県産認証材の利用、供給拡大の取組み及びクリーン

ウッド法への対応 

ア  合法性証明木材の証明チェーンの更なる確立のため、合法木材認定事業

体の拡大と木材取扱い関係事業体の理解促進に努めた。 
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イ  都道府県産材認証制度、木材表示制度の一層の充実推進に取り組んだ。 

ウ  平成 29 年 5 月に施行されたクリーンウッド法に関するセミナー等を開催し、

木材関連事業者の理解を深める取組を実施した。 

 

２ 木材の健康・安全対策 

  （１）木材の健康性能の普及 

ア  木材が含んでいるテルペン類等の健康面への効用など、木材が優れた資

材であることの普及に引続き取り組んだ。 

イ  アセトアルデヒドや T－VOC の規制等の動きについては木材利用促進に支

障がないよう引続き適切な対応につとめた。 

 

 

Ⅴ 組織活動の活性化等 

１ 全国木材産業振興大会の開催 

第 52 回全国木材産業振興大会を、11 月 9 日に奈良県において近畿支部、

奈良県木連等の協力の下に開催した。全国から 800 名の参加のもと「森林・林

業の再生に向けた共同宣言 2017」や大会決議の採択を行った。 

 

 ２ 各種委員会活動 

（１）制度・施策の提言等 

平成 29 年 8 月 9 日に総務委員会を開催し、第 52 回全国木材産業振興大

会の開催方針を決定するとともに、木材・木材産業振興のための諸活動につ

いて議論を行った。  

（２）関係団体との連携強化 

木材利用推進、木材産業振興のため、森林・林業・木材、建築、中小企業・

消費者の関係団体等との連携強化のため、木材サミット、JAPIC、住木センタ

ー、木材総合情報センター、加工技術協会、木活協、木材利用システム研究

会、建築学会、土木学会など他団体主催の会議・勉強会に積極的に参加し

た。 

（３）活動の活性化のための広報活動、施策情報提供等の取り組み 

ア  一般消費者・建築関係者などに木材・木材利用に関する様々な情報を提

供するため全木連ホームページの拡充改善に取り組んだ。 

イ 全木連時報を通じて、会員間の各種情報の共有化につとめた。 

（４）各種委員会の開催 

平成 30 年 3 月木材ＰＲ委員会を開催し、平成 30 年度における木材利用普

及事業の取り組み方向、木材ＰＲポスターの企画方針について決定した。 
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３ 都道府県木連、支部、関係団体等の会議、諸活動への参加 

都道府県木（協）連総会、支部会議、ブロックにおける行政との連絡会議等に

参加するとともに、関係団体の事業活動への参加・協力に積極的に取り組ん

だ。 

４ 事務局事務の効率化の取組 

インターネットバンキングの導入、職員の適正配置など、事務の効率化に努

めた。 
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